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使用消み産業用蓄電池の活正な処理について
使用済み蓄電池は、廃棄物として法の規定に貝Jした適正な処理が必要です。
一方使用済み蓄電池は貴重な資源を含んでいるため、通正に処理すること
で新たな蓄電池生産の原料としてリサイクルしている永い歴史があります。
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「廃棄物」とは、こみ、粗大こみ、燃え殻、汚泥、る、ん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の

汚物叉|よ不要物であつて、国形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く)を

いいます。

鉛蓄電池の電解液 (水

素イオン濃度指数*]:約

1.0)、及びアルカリ蓄電

池の電解液 (水素イオン

濃度指数 i約 1480)は ｀

特別管理産業廃棄物に該

当します。
*1水 素イオン濃度指数 ipH

1.お 客様が廃棄物処理業者へ直接委託する場合

「廃棄物処理法」では排出事業者 (お客様)は自らの事

業に伴つて生じた廃棄物について処理責任があると明記

されています。お客様が直接廃棄物処理業者と委託契約

を行い処理することが出来ます。処理するにあたっては、

処理費用が発生し、お客様の負担になります。

社団法人 電 池 工 業会
〒105-0011東 京都港区芝3丁目5番8号 (機械振興会館)TEL(03)3434‐ 0261
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「一般廃菜物」
・産業廃棄物以外の廃棄物
をいう。

「特別管理一般廃棄物J
・一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の

健康叉は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状
を有するものとして政令で定めるものをいう。

『産業廃棄物J
・事業活動に伴つて生じた
廃棄物のうち、燃え殻、汚

泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類その他
政令で定める廃棄物

「特別管理産業廃棄物」
・産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の

健康又は生活環境に係る被書を生じるおそれがある性状

を有するものとして政令で定めるものをいう。
・水素イオン濃度指数が20以 下であるか、125以 上であ

る廃液。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)

使用済み産業用蓄電池

を処理する方法を教え

て下さい

処理経費はどの位

かかるのですか?

処理業者



2.広 域認定によるリサイクルシステム (お客様が蓄電池メーカーヘ委託する場合)

社団法人 電池工業会の会員である産業用蓄電池メーカー各社は、広域認定制度 (廃棄物処理法第

15条 の4の 3 産 業廃棄物の広域的処理に係る特例)において環境省より認定を取得しております。

お客様は、蓄電池メーカーヘ処理を委託することができますので、蓄電池メーカーと委託契約を締

結することにより、収集運搬業者及び処理業者と契約する必要がありません。

また、広域認定制度で1よ、産業廃棄物管理票(マニフエスト)を交付しなくても良い
*2ことになつてい

ます。広域認定制度での蓄電池の処理の場合には簡易管理票を使用します。

*2《 廃棄物処理法施行規則》

産業廃棄物管理票の交付を要しない場台

第8条 の 19
五 法 第 15条 の4の 3第 1項の認定を受けた者 (その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者 (同条第2項

第2号 に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合。
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お客様が直接処理業者へ委託する場合 お客様が広域認定取得業者 (電池メーカー)に委託する場合

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
お種軸衰("F

出華 )

の責務

収集運搬業者及び、処分業者と委託契約の締結。処理費用の負担 広域認定取得業者と委託契約の締結。処理費用の負担

特別管理産業廃棄物管理票 (マニフェスト)の発行・管理 簡易管理票の受領管理

年一回知事への報告 原則不要。(年一回広域認定業者く電池メーカー〉が環境省への報告)

マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、名

称、性状、荷姿、数量 (及び単位)、収集運搬業者名、処分業者、取扱上の注意事項などをマニフェストに記

載し、産業廃棄物の流れを自ら把握、管理するシステムです。

用紙は舌都道府県の (社)産 業廃棄物協会で購入できます。
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罰 6ヵ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

6ヵ月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

5年以下の懲役
1000万 円以下の

罰金又は併科

3年以下の懲役
300万円以下の

罰金又は併科

5年以下の懲役
1000万 円以下
の罰金又|よ併科

第29条第 3号 第29条第 7号 第25条第 1項第 6号 第26条第 1号 第25条第1項第5号

措置命令ネ3 適用 適用 適用 適用 適用

*3都 道府県知事が、不法投棄された産業廃棄物の除去等の措置を命することを措置命令 (法第19条の 5、 6)と いい、排出事業者も罰則や措置命令を受けるこ
とがあります。

社団法人 電池工業会では資源の有効利用を目的と
して、蓄電池メーカーによる広域認定リサイクルシステ
ムによる処理を推進しております。

お問い含わせは…

('09,06)7,00


